
本年５月１０日に特許法改正法案が成立し、特許
法１０２条１項と３項の重畳適用が認められるよう
になったほか、実施料相当額の算定方法に関する
規定が新たに設けられました。
また、本年６月７日に出された炭酸パック化粧料
事件（知財高裁平成３０年（ネ）第１００６３号）の知
財高裁大合議判決で、特許法１０２条２項及び３
項の損害賠償額の算定手法に関する知財高裁
大合議の判断が示されました。
本シンポジウムは、前半の基調講演で、東
京大学の田村善之教授に、知的財産権侵害
訴訟の損害賠償請求に関する諸論点に関す
る解説をいただいた後、後半のパネルディ
スカッションでは、弁護士、裁判官、企業の方
も交えて、特許法改正及び大合議判決の意義
や残された課題、実務上の問題点等に関し、議論をさ
せていただきます。

大阪弁護士会、大阪弁護士会知的財産法実務研究会、弁護士知財ネット

２０１９年度 大阪弁護士会 知的財産シンポジウム

第１部 基調講演

第２部 パネルディスカッション

交流会のご案内

講　師　田村　善之 （東京大学教授)

２０１9年9月30日（月）
午後1時３０分～午後５時30分

受付開始時間：午後1時～

日時 大阪弁護士会館
２階ホール

場所

パネリスト：　
田村　善之 （東京大学教授）
谷　　有恒 （大阪地方裁判所第２１民事部（知的財産専門部）部総括判事）
青木　　潤 （弁理士、パナソニック株式会社）
岩坪　　哲 （大阪弁護士会会員　弁護士）
小池　眞一 （大阪弁護士会会員　弁護士）

コーディネーター：
山田　威一郎 （大阪弁護士会会員　弁護士）

キックオフスピーカー：
細井　大輔　内田　誠　白波瀬　悠美子　甲斐　一真 
（大阪弁護士会会員　弁護士）

共 催

日本弁理士会関西会、公益社団法人関西経済連合会、一般社団法人日本知的財産協会、日本知的財産仲裁センター関西支部、
一般社団法人大阪発明協会、一般財団法人経済産業調査会近畿支部、大阪大学知的基盤総合センター

後 援

知的財産権侵害訴訟における損害賠償の現状と課題～令和元年特許法改正と　　　知財高裁大合議判決を踏まえて～

入場
無料

シンポジウム終了後、参加希望者による立食形式の交流会を開催いたします。
講師やパネリストと交流していただけます。お気軽にご参加ください。

2019年9月30日（月）17：30～（シンポジウム終了後引き続き開催します。）
　場所：大阪弁護士会館地階　レストラン「ＥＮ」　会費：3,000円（当日徴収させていただきます。）
　定員：60名（先着順）・定員60名を超える場合、ご連絡させていただきます。



２０１９年度　大阪弁護士会　知的財産シンポジウム

２０１9年9月30日(月) 
午後1時３０分～午後５時30分
大阪弁護士会館２階ホール

受付開始時間：午後1時～

田 村　善 之 （東京大学教授)

知的財産権侵害訴訟における
損害賠償の現状と課題
～令和元年特許法改正と知財高裁大合議判決を踏まえて～

パ ネ リ ス ト ： 　
田 村　善 之 （東京大学教授）
谷 　　有 恒 （大阪地方裁判所第２１民事部（知的財産専門部）部総括判事）
青 木　　 潤　（弁理士、パナソニック株式会社）
岩 坪　 　哲 （大阪弁護士会会員　弁護士）
小 池　眞 一 （大阪弁護士会会員　弁護士）
コーディネーター：
山田　威一郎 （大阪弁護士会会員　弁護士）
キックオフスピーカー：
細 井　大 輔 （大阪弁護士会会員　弁護士）
内 田　　 誠 （大阪弁護士会会員　弁護士）
白波瀬悠美子 （大阪弁護士会会員　弁護士）
甲 斐　一 真 （大阪弁護士会会員　弁護士）

〒530-0047
大阪市北区西天満1-12-5  大阪弁護士会館
・京阪中之島線「なにわ橋駅」下車 出口1から徒歩約5分
・地下鉄・京阪本線「淀屋橋駅」下車 1号出口から徒歩約10分
・地下鉄・京阪本線「北浜駅」下車 26号階段から徒歩約7分
・JR東西線「北新地駅」下車 徒歩約15分 

Access（交通）

第一部　基調講演

第二部　パネルディスカッション

※本票による出席の確認は当日配布資料の準備のために行っております。ご記載いただいた個人情報は、参加確認の目的以外には使用いたしません。
※ご不明な点は、大阪弁護士会（担当：堀井）まで御連絡ください。［連絡先：06-6364-1238］
※お申込は先着順（定員600名）とします。お早めにお申し込みください。お申込をもって受付とさせていただき、参加票等の発行は致しません。
　定員600名を超える場合は、ご連絡させていただきます。
※交流会の定員は６０名（先着順）とさせていただきます。直前のキャンセルはご遠慮ください。

② ホームページからもお申込みできます。
https://www.osakaben.or.jp/web/entry/p_form.php?id=id_5d43cb241298e

① FAX参加申込書  FAX番号 06-6364-1255
氏　名

メールアドレス

企業・団体名

TEL
ふりがな

人 しない・する [参加人数　　　　　　人]参加人数 交流会に参加

申込方法

●
みずほ銀行

●堂島ビル ●

●交番

東洋陶磁美術館

堂島川

土佐堀川

中央公会堂図書館大阪市役所日本銀行
大阪支店

老松通り

大阪高等裁判所
大阪地方裁判所
大阪簡易裁判所

●
資生堂

●大阪駅前
　第3ビル

大阪三菱ビル
●

国道1号線

堺
筋

御
堂
筋

新
御
堂
筋

←JR北新地駅

↑大阪・梅田

京阪中之島線

N

淀屋橋駅

大江橋駅

なにわ橋駅

26号階段1号出口
出口1

大阪弁護士会館

北浜駅

東梅田駅

天満警察署


